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来年度の組織改編案も示す

現 行 令和２年度（案）

子ども・青少年局 子ども・青少年局

○子ども未来戦略室
◇次世代育成係
◇総務・青少年係

○家庭支援推進室
◇家庭支援係
◇虐待対策プロジェクト係

◇家庭福祉・青少年係

◇虐待・非行防止対策係

〇子育て支援室
◇子育て支援係
◇保育人材確保係

〇子育て支援室
◇子育て支援係
◇保育人材確保係

現 行 令和２年度（案）

◇総務係

◇企画係

◇学校施設管理係

◇学校施設整備係

◇学校情報化推進係

教育総務課 教育総務課

◇総務係

◇企画係

◇学校施設管理係

◇学校施設整備係

○教育ICT化推進室
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知事部局職員定数７０人(実質４４人)増へ
４年連続の職員定数増、職場改善には未だ道遠し

県当局は２月１０日、本年２月定例議会の提出案件を発表し、

県職員定数の改正条例案等の提案内容を明らかにしました。知事

部局の職員定数については、一昨年度１０人、昨年度 １７人、

本年度４１人の増員が図られましたが、来年度においても７０人

(実質４４人)の増員の方針を示しました。このことは自治労県職

として、確定交渉時から人員課題を掲げ、事業量の増大、真の働

き方改革の実現、技術継承の課題などを訴えたことに一定程度応

えたものと評価して受けとめます。県当局は主な増員要素として、

公共事業増加の対応、子家相の体制強化、全国植樹祭開催準備、

国スポ･障スポ大会開催準備などをあげています。また知事部局

以外にも、病院事業庁の定数増も図られます。

４年連続の職員定数増であり、さらに今回の４４名増員は大き

な前進ではありますが、ピーク時から１０００名を超える減員か

らの回復には、まだまだ道遠しの状況であります。減員が続いた

「失われた１０年の間」に職員構成はいびつとなり、中堅層の手

薄さが技術継承も含めて今日の職場の体力を奪っています。

公共事業増加の対応＋８人､子家相の体制強化＋１１人
全国植樹祭準備＋１５人、国スポ･障スポ大会準備＋６人
病院事業庁 ＋２９人の増員

＜来年度の職員定数の増減＞

・知事部局 3,130人→3,200人 ＋７０人

・教育委員会事務局 207人→ 184人 △２３人

・教育機関

県立学校（教員） 3,369人→3,326人 △４３人

県立学校（教員以外） 514人→ 504人 △１０人

学校以外の教育機関 65人→ 66人 ＋ １人

・病院事業庁 1,134人→1,163人 ＋２９人

合 計 8,569人→ 8,593人 ＋２４人

※記載のない部局は増減なし

これらの状況を打開し、職場の厳しい実態を改善していくた

めに、自治労県職は、引き続き人員人事の取り組みを強化して

いきます。

子ども・青少年局に「子ども未来戦略室」、「家庭支援推進室」を設置
（健康医療福祉部）

未来を担う子どもたちが本県で夢と希望を持って育つ環境づ
くりを健康・医療・福祉の各方面から総合的かつ戦略的に推進
するため、子ども・青少年局に「子ども未来戦略室」および「家
庭支援推進室」を設置し、同局を現行の１室４係から３室６係
体制に強化します。併せて、児童虐待等相談支援体制を強化す
るため、各子ども家庭相談センターの職員を増員します。
（全体で１１人増員）

教育総務課に「教育ＩＣＴ推進室」を設置 （教育委員会）
学校教育の情報化の推進に関する法律が昨年６月に公布・

施行され、国を挙げて学校教育の情報化の推進が図られる中、
教育委員会事務局各課の情報関係事務を統括し、ＩＣＴを活用
した教育施策を総合的かう強力に推進するため、教育総務課に
「教育ＩＣＴ化推進室」を設置します。
（これに伴い、同課学校情報化推進係を廃止します）



現 行 令和２年度（案）

◇企画管理係

◇学校経営支援係

◇教育力向上係

◇修学支援係

〇高校再編室

高校教育課 高校教育課

◇企画管理係

◇学校経営支援係

◇教育力向上係

◇修学支援係

○魅力ある高校づくり推進室

現 行 令和２年度（案）

文化スポーツ部 文化スポーツ部

教育委員会事務局 教育委員会事務局

文化財保護課

文化芸術振興課

スポーツ課
国スポ・障スポ大会課

文化芸術振興課
文化財保護課
○文化財活用推進室
○彦根城世界遺産登録推進室

スポーツ課
国スポ・障スポ大会課

（他に教育総務課等８課） （教育総務課等８課）

進室」に再編します。

現 行 令和２年度（案）

○観光政策室

◇観光企画係

◇観光推進係

○ビワイチ推進室

○ここ滋賀推進室

○観光企画室

○観光推進室

◇誘客促進係

◇映像誘致係

○ビワイチ推進室

観光振興局 観光振興局

７

※ここ滋賀（東京）の体制は現行維持

現 行 令和２年度（案）

道路課

○道路保全室

交通戦略課

○交通安全対策室

道路整備課

道路保全課

○高速・幹線道路推進室

○交通安全対策室

交通戦略課

○高速・幹線道路推進室

８

第１１９５号 ２０２０年２月１０日

◆知事部局本庁の組織数
２０１９年度 １０部局等 ４局 ５９課 ４３室

⇓

２０２０年度 １０部局等 ４局 ６２課 ４５室
※ 部局等：知事公室、部、会計管理局

【増減内訳】（組織名の改称は除く）

［部局等］＋４ 行政経営推進課、文化財保護課、道路整備課

道路保全課

△１ 道路課

［室］ ＋６ 文化財活用推進室、彦根城世界遺産登録推進室

子ども未来戦略室、家庭支援推進室、観光企画

室、観光推進室

△４ 行政経営企画室、観光政策室、ここ滋賀推進室

道路保全室

◆職員定数について
令和２年度は、事務事業の見直しや業務の効率化、所属間のリバ

ランス等の徹底による減員を図る一方で、各種行政課題に的確に対

応し、重点施策を着実に推進できるよう、全体で７０人の増員（文

化財保護課の移管分２６人を含む）を行う改正条例案を県議会令和

２年２月定例会議に提案します。

（2019年度：3.130人 → 2020年度：3.200人)

〔主な増員要素〕

〇国土強靭化等公共工事増加への対応 ＋ ８人

〇国の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」等に基づく
子ども家庭相談センターの体制強化 ＋１１人

〇全国植樹祭（R3年）の開催準備 ＋１５人

〇国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会（R6年）の開催準備

＋ ６人

〇知事部局における文化財保護課の所管 ＋２６人

新春号クイズ当選者発表
■クイズの正解
【 ｸﾛｽﾜｰﾄﾞ:トシコシソバ、ｲﾗｽﾄｸｲｽﾞ:⑤ 】

◇自治労県職賞【ＪＣＢギフトカード５千円分】 ２名

須戸 美月 (湖北・田園振興課課）

井元 勇希 (衛生科学センター)

◇ユニマット賞【コーヒードリップパック】４名

平田 智恵子（生活衛生課）

橋本 彩 （総合病院）

森 祐太 （湖東環境事務所）

上田 博臣 （小児保健医療センター）

◇シネ・コン賞【提携映画館ペア招待券】５名

川端 祥浩 （高島環境事務所）

入鹿 真生 (東近江・田園振興課課）

宮本 昌寛 （県立リハビリセンター）

山脇 裕也 （高等技術専門校）

安居 早紀 （総合病院）

※「湯けむり賞」（スーパー銭湯入浴券）および「当たった

で賞」（ＱＵＯカード）の当選者については、発送をもって

発表とさせて頂きます。

観光振興局の観光政策室、ここ滋賀推進室を
「観光企画室」、「観光推進室」に再編（商工観光労働部））

観光入込客数6,000万人を目指し、データを活用した観光企画機能を

充実・強化するとともに、各種の観光施策を有機的かつ一体的に推進

し、国内外からの本県への誘客を一層促進するため、観光政策室およ

びここ滋賀推進室を「観光企画室」および「観光推進室」に再編しま

す。

高校教育課の高校再編室を「魅力ある高校づくり推進室」に改称
（教育委員会）

社会情勢の変化等を踏まえ、県立高校のあり方を検討し、魅力と

活力ある県立高校づくりを推進するため、高校再編室を「魅力ある

高校づくり推進室」に改称します。

文化財保護課を知事部局（文化スポーツ部）で所管、同課に「文化財活用
推進室」、「彦根城世界遺産登録推進室」を設置（文化スポーツ部）
文化財保護行政について、文化芸術、観光、産業振興、景観・まち

づくりなど他分野と総合的・一体的に推進するため、文化財保護課を

知事部局（文化スポーツ部）で所管することとします。併せて、貴重

な財産・地域の誇りである文化財を後世に確実に継承していくため、

保存と活用の好循環を作り上げるべく「文化財活用室」を、彦根城の

世界遺産登録に向けた取組を県として推進すべく「彦根城世界遺産登

録推進室」を同課に設置します。

道路課を「道路整備課」、「道路保全課」に再編 （土木交通部）
ナショナルサイクルルート指定を踏まえ、自転車通行空間の整備を

推進し、ビワイチのブランドを一層高めるとともに、交通安全社会の

実現に向けて、道路の保全や交通安全施設の整備と、自転車の安全で

適正な利用を含む交通安全に係る啓発事業等に一体的に取り組むため、

交通安全対策室を道路課に移管の上、同課を「道路整備課」および「道

路保全課」に再編します。

その他
（１）「公文書館」を設置（総合企画部）

（２）「行政経営推進課」を設置（総務部）

（３）企業誘致推進室を「企業立地推進室」に改称
（商工観光労働）



第１１９５号 ２０２０年２月１０日



第１１９５号 ２０２０年２月１０日



第１１９５号 ２０２０年２月１０日


